
 

 

 

次の市有財産について、一般競争入札による売払いを実施します。 

 

令和８年５月１１日 

 
川崎市長    福  田  紀  彦 

 
１  売買物件の概要 

（１）売買物件         別表のとおり 

（２）予定価格（最低売却価格） 別表のとおり 

 

２  一般競争入札参加資格 

次の（１）～（１０）に該当しないこと。 

（１）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３第１項の規定に該当する職

員 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当

する者 

（３）川崎市契約規則（昭和３９年川崎市規則第２８号）第２条の規定に基づく資格停止

期間中である者 

（４）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中である者 

（５）下記４の入札案内書に定める一般競争入札参加申込みに必要な書類を提出しない者 

（６）下記４の入札案内書に定める事項及び法令等を遵守する能力を有しない者 

（７）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）

第８条第２項第１号に掲げる処分を受けている団体及び当該団体の役職員又は構成員 

（８）川崎市暴力団排除条例（平成２４年川崎市条例第５号）第２条に規定する暴力団、

暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は同条例第７条に規定する暴力団員等と密接な

関係を有すると認められる者 

（９）神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号）第２３条第１項又は

第２項に規定する行為をしている者 

（１０）（７）、（８）、（９）に掲げるものから委託を受けた者並びに（７）、（８）、（９）に

掲げるものの関係団体 

 

３  契約の条件 

（１）禁止する用途 

売買物件の所有権が川崎市から物件購入者（落札者）へ移転した日から５年間は、

売買物件（その上の建物等を含む。）を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す

る法律」（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項

に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業並びに「川崎市暴力団排除条
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例」第２条第１号に規定する暴力団、その他反社会的団体及びこれらの構成員がその

活動のために利用する等の公序良俗に反することの用途としては利用できません。 

なお、物件購入者（落札者）が、売買物件の「所有権の移転等」をする場合におい

ても、新たに権利を取得する方（以下「新権利者」という。）に、この「契約の条件」

を承継しなければなりません。売買物件の「所有権の移転等」をする際には、必ず売

買契約書等にこの「契約の条件」について明記し、新権利者に対して、十分な説明を

しなければなりません。 

（「所有権の移転等」とは、土地について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移

転並びに地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用及び収益を目的と

する権利の設定をいいます。なお、抵当権の設定は含みません。） 

（２）実地調査 

上記（１）の履行を確認するため、川崎市が土地の利用状況等についての実地調査

を行う際には、物件購入者（落札者）及び新権利者は必ず協力しなければなりません。 

（３）違約金 

上記（１）の条件に違反した場合には、売買代金の１００分の３０に相当する額を

違約金として川崎市に支払っていただきます。 

 

４ 令和８年度 第１回一般競争入札による市有財産売払いの案内書（入札参加申込書を

含む）の配布 

入札に参加を希望する者には、次により「令和８年度 第１回一般競争入札による市

有財産売払いの案内書」（以下「入札案内書」という。）を配布します。 

（１）配布場所 川崎市財政局資産管理部資産運用課（川崎市役所本庁舎１６階） 

〒２１０－８５７７ 

川崎市川崎区宮本町１番地 

電話 ０４４－２００－２０８３（直通） 

（２）配布期間 令和８年５月１１日（月）から令和８年６月１９日（金）まで 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前８時３０分～午後５時（正午～午後１時を除く。） 

 

５ 入札参加申込書等の提出 

入札に参加を希望する者は、次により上記４の入札案内書に記載されている申込みに

必要な書類を提出しなければなりません。 

（１） 提出場所 郵送の場合：〒２１０－８５７７ 川崎市川崎区宮本町１番地  

            川崎市財政局資産管理部資産運用課 宛てに郵送 

      持参の場合は、上記４（１）と同じ 

（２）提出期間 令和８年６月８日（月）から令和８年６月１９日（金）まで 

午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く。） 

（３）提出方法 書留郵便・簡易書留郵便又は持参 

 

６  一般競争入札参加資格の喪失 



一般競争入札参加資格があると認められた者が、入札日時点において上記２の各号の

いずれかに該当していたときは、当該一般競争入札参加資格を喪失します。 

 

７ 入札の手続等 

（１）入札方法 

ア 入札書の提出日時 令和８年６月１９日（金）必着 

イ 入札書の提出場所 上記５（１）と同じ 

（２）入札保証金     地方自治法施行令第１６７条の７第１項に規定する入札保証

金（以下「入札保証金」という。）の納付額は、別表のとおり

です。 

（３）開札の日時     令和８年６月３０日（火）午後２時００分 

（４）開札の場所     川崎市役所本庁舎３階 ３０６会議室 

             川崎市川崎区宮本町１番地 

 

 

 
８ 落札者の決定等 

（１）落札者の決定方法  川崎市契約規則第１４条の規定に基づいて決定した予定価格

書の価格（最低売却価格）以上の価格をもって有効な入札を行

った者のうち最高の価格をもって入札を行った者を落札者とし

ます。 

（２）入札の無効     入札案内書及び川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入

札は、これを無効とします。 

 

９ 契約の手続等 

（１）契約条項      上記４で配布する「入札案内書」に記載してあります。 

（２）契約書作成の要否  要 

（３）契約保証金     地方自治法施行令第１６７条の１６第１項に規定する契約保

証金の納付額は、契約金額の１０分の１以上（円未満切上げ）

とします。  

（４）売買契約の締結期限 令和８年７月１５日（水） 

（５）契約の締結     落札者が令和８年７月１５日（水）までに契約を締結しない

場合は、落札は無効となり、上記７（２）の入札保証金は、地

方自治法第２３４条第４項の規定に基づき、川崎市に帰属しま

す。 

（６）売買代金の支払方法 

次のア又はイのいずれかの方法によります。 

ア 売買契約の締結期限（令和８年７月１５日〔水〕）までに売買代金の全額を納入す

る方法 

イ 売買契約の締結期限（令和８年７月１５日〔水〕）までに売買代金の１０分の１以



上の契約保証金を納付し、その後、売買代金の納期限（令和８年７月２９日〔水〕）

までに売買代金の残金（売買代金と契約保証金との差額をいう。）を納入する方法 

 

１０ その他 

（１）事情により予告なく入札の中止や内容を変更する場合があります。 

（２）詳細は「入札案内書」によります。 

（３）この公告に関する問い合わせ先は、上記４（１）に同じです。 

 



（別表） 

物件 所 在  （地 番） 
地 目 

実測面積 用途地

域 

建ぺい率 最低売却価格 入札保証金  

納付額（万

円） 番号  （住 居 表 示）  （㎡） 容積率（％） （万円） 

1 

川崎市高津区千年字上原宿３１２番 

宅地 57.64 
第一種住

居地域 

 

１，３７０ ２８ 

８ ６０ 

  

（住居表示なし） ２００ 
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